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愛西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 愛西市国民健康保険税条例（平成１７年愛西市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．６１」を「１００分の７．３７」に改める。 

第５条中「２万６，４００円」を「２万９，９００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２万１，９００円」を「２万３，４００円」に改め、

同条第２号中「１万９５０円」を「１万１，７００円」に改め、同条第３号中

「１万６，４２５円」を「１万７，５５０円」に改める。 

第６条中「１００分の２．２６」を「１００分の２．４４」に改める。 

第７条の２中「１０，１００円」を「１万１，１００円」に改める。 

第７条の３第１号中「６，９００円」を「７，１００円」に改め、同条第２

号中「３，４５０円」を「３，５５０円」に改め、同条第３号中「５，１７５

円」を「５，３２５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．７６」を「１００分の２．１２」に改める。 

第９条の２中「１０，２００円」を「１万１，３００円」に改める。 

第９条の３中「６，８００円」を「７，５００円」に改める。 

 第２３条第１項第１号ア中「１万８，４８０円」を「２万９３０円」に改め、

同号イ（ア）中「１万５，３３０円」を「１万６，３８０円」に改め、同号イ

（イ）中「７，６６５円」を「８，１９０円」に改め、同号イ（ウ）中 

「１万１，４９８円」を「１万２，２８５円」に改め、同号ウ中「７，０７０

円」を「７，７７０円」に改め、同号エ（ア）中「４，８３０円」を 

「４，９７０円」に改め、同号エ（イ）中「２，４１５円」を「２，４８５円」

に改め、同号エ（ウ）中「３，６２３円」を「３，７２８円」に改め、同号オ

中「７，１４０円」を「７，９１０円」に改め、同号カ中「４，７６０円」を 

「５，２５０円」に改め、同項第２号ア中「１万３，２００円」を 

「１万４，９５０円」に改め、同号イ（ア）中「１万９５０円」を 

「１万１，７００円」に改め、同号イ（イ）中「５，４７５円」を「５，８５０ 

円」に改め、同号イ（ウ）中「８，２１３円」を「８，７７５円」に改め、 

同号ウ中「５，０５０円」を「５，５５０円」に改め、同号エ（ア）中 
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「３，４５０円」を「３，５５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，７２５円」を 

「１，７７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，５８８円」を「２，６６３円」

に改め、同号オ中「５，１００円」を「５，６５０円」に改め、同号カ中 

「３，４００円」を「３，７５０円」に改め、同項第３号ア中「５，２８０円」

を「５，９８０円」に改め、同号イ（ア）中「４，３８０円」を「４，６８０

円」に改め、同号イ（イ）中「２，１９０円」を「２，３４０円」に改め、同

号イ（ウ）中「３，２８５円」を「３，５１０円」に改め、同号ウ中 

「２，０２０円」を「２，２２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，３８０円」

を「１，４２０円」に改め、同号エ（イ）中「６９０円」を「７１０円」に改

め、同号エ（ウ）中「１，０３５円」を「１，０６５円」に改め、同号オ中 

「２，０４０円」を「２，２６０円」に改め、同号カ中「１，３６０円」を 

「１，５００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，９６０円」を 

「４，４８５円」に改め、同号イ中「６，６００円」を「７，４７５円」に改

め、同号ウ中「１０，５６０円」を「１万１，９６０円」に改め、同号エ中 

「１万３，２００円」を「１万４，９５０円」に改め、同項第２号ア中 

「１，５１５円」を「１，６６５円」に改め、同号イ中「２，５２５円」を 

「２，７７５円」に改め、同号ウ中「４，０４０円」を「４，４４０円」に改

め、同号エ中「５，０５０円」を「５，５５０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （適用区分） 

２ 改正後の愛西市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第６０号 資料１ 

愛西市国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の７．３７を乗じて算定する。 

２  略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について２万９，９００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

 （１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法

第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失し

た者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の６．６１を乗じて算定する。 

２  略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について２万６，４００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

 （１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法

第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失し

た者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続
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して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

同日の属する月（以下この号において「特定月」とい

う。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）

及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後

５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過

する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３

及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯  

２万３，４００円 

 （２） 特定世帯 １万 1，７００円 

 （３） 特定継続世帯 １万７，５５０円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金

額等に１００分の２．４４を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者

１人について１万１，１００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

同日の属する月（以下この号において「特定月」とい

う。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）

及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後

５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過

する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３

及び第２３条第１項において同じ。）以外の世帯  

２万１，９００円 

 （２） 特定世帯 １万９５０円 

 （３） 特定継続世帯 １万６，４２５円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金

額等に１００分の２．２６を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者

１人について１０，１００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税
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額の世帯別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

 （１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，１００円 

 （２） 特定世帯 ３，５５０円 

 （３） 特定継続世帯 ５，３２５円 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険

者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．１２

を乗じて算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付

金課税被保険者１人について１万１，３００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につ

いて７，５００円とする。 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額の世帯別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

 （１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，９００円  

 （２） 特定世帯 ３，４５０円 

 （３） 特定継続世帯 ５，１７５円 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険

者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．７６

を乗じて算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付

金課税被保険者１人について１０，２００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につ

いて６，８００円とする。 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減
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額して得た額が２４万円を超える場合には、２４万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 （１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年

中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条

第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者

に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」という。）が２以

額して得た額が２４万円を超える場合には、２４万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 （１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年

中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条

第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者

に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」という。）が２以
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上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ２万９３０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

１万６，３８０円 

（イ） 特定世帯 ８，１９０円 

（ウ） 特定継続世帯 １万２，２８５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ７，７７０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

４，９７０円 

（イ） 特定世帯 ２，４８５円 

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について １万８，４８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

１万５，３３０円 

（イ） 特定世帯 ７，６６５円 

（ウ） 特定継続世帯 １万１，４９８円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ７，０７０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

４，８３０円 

（イ） 特定世帯 ２，４１５円 
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（ウ） 特定継続世帯 ３，７２８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ７，９１０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ５，２５０円 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について １万４，９５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

（ウ） 特定継続世帯 ３，６２３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ７，１４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ４，７６０円 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について １万３，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  
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１万１，７００円 

（イ） 特定世帯 ５，８５０円 

（ウ） 特定継続世帯 ８，７７５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，５５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

３，５５０円 

（イ） 特定世帯 １，７７５円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，６６３円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ５，６５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ３，７５０円 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

１万９５０円 

（イ） 特定世帯 ５，４７５円 

（ウ） 特定継続世帯 ８，２１３円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ５，０５０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

３，４５０円 

（イ） 特定世帯 １，７２５円 

（ウ） 特定継続世帯 ２，５８８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ５，１００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ３，４００円 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以
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上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５４万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ５，９８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

４，６８０円 

（イ） 特定世帯 ２，３４０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，５１０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２，２２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５４万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ５，２８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

４，３８０円 

（イ） 特定世帯 ２，１９０円 

（ウ） 特定継続世帯 ３，２８５円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２，０２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額 
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（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

１，４２０円 

（イ） 特定世帯 ７１０円 

（ウ） 特定継続世帯 １，０６５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ２，２６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について １，５００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に

達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の

世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額

（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯  

４，４８５円 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  

１，３８０円 

（イ） 特定世帯 ６９０円 

（ウ） 特定継続世帯 １，０３５円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。） 

１人について ２，０４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について １，３６０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に

達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の

世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額

（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯  

３，９６０円 
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イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯  

７，４７５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯  

１万１，９６０円 

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  

１万４，９５０円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯  

１，６６５円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯  

２，７７５円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯  

４，４４０円 

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  

５，５５０円 

３  略 

 

 

 

 

 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯  

６，６００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯  

１０，５６０円 

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  

１万３，２００円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯  

１，５１５円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯  

２，５２５円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯  

４，０４０円 

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  

５，０５０円 

３  略 

 



議案第６０号 資料２  

愛西市国民健康保険税条例の一部改正の概要 

 

 

第１ 改正の概要 

税率改定等に関する規定を整備するもの 

 

第２ 改正の理由 

税率の改定等に伴い、関係規定を整備するため 

 

第３ 改正の内容 

税率改定等について、以下のとおり引き上げるもの 

現  行 

 所得割（％） 被保険者均等割額（円）  世帯別平等割額（円） 

医療給付費分 ６．６１ ２６，４００ ２１，９００ 

後期高齢者支援金分 ２．２６ １０，１００ ６，９００ 

介護納付金分 １．７６ １０，２００ ６，８００ 

合 計 １０．６３ ４６，７００ ３５，６００ 

    

改 定 案 

 所得割（％） 被保険者均等割額（円）  世帯別平等割額（円） 

医療給付費分 ７．３７ ２９，９００ ２３，４００ 

後期高齢者支援金分 ２．４４ １１，１００ ７，１００ 

介護納付金分 ２．１２ １１，３００ ７，５００ 

合 計 １１．９３ ５２，３００ ３８，０００ 

 

第４ 施 行 期 日      

令和７年４月１日 


